
議案第８９号 

 

物 品 購 入 の 件  

 

下記のとおり物品を購入することについて、宇部市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第３条の規定によ

り、市議会の議決を求める。 

  令和７年９月４日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二  

 

 

記 

１ 購 入 の 目 的  国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童用タブレット端末

を更新し、ＩＣＴ教育の充実を図る。  

２ 購 入 物 品 名  タブレット端末機器（ｉＰａｄＯＳ）一式  

３ 購 入 金 額  一金 １２０,６３９,６４０円也 

（うち消費税額及び地方消費税額 １０,９６７,２４０円） 

４ 契 約 の 方 法  随意契約（公募型プロポーザル方式） 

５ 購入物品の規格  ｉＰａｄ（Ａ１６） ２ ,２５２台 

６ 購入の相手方  山口市小郡御幸町６番３５号  

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 

山口支社 

支社長  友  定  裕  史  
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議
案
第
八
十
二
号 

 
宇
部
市
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
制
定
の
件 

 

宇
部
市
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
九
月
四
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

   
 

 

宇
部
市
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く
り
条
例 

 

人
権
は
、
す
べ
て
の
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
持
つ
、
誰
も
が
幸
福
に
生
活
す
る
た
め
に
必

要
な
権
利
で
あ
り
、
こ
の
基
本
的
人
権
の
保
障
は
日
本
国
憲
法
に
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

本
市
に
お
い
て
は
、
「
人
間
が
尊
重
さ
れ
る
都
市
づ
く
り
」
と
い
う
市
民
宣
言
の
も
と
、
市
民

一
人
ひ
と
り
が
互
い
の
人
権
を
尊
重
し
、
相
互
に
認
め
合
え
る
共
生
社
会
の
構
築
を
目
指
し
て
、

人
権
教
育
及
び
啓
発
に
関
す
る
諸
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
て
き
ま
し
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
人
権
に
関
す
る
社
会
的
課
題
は
数
多
く
存
在
し
、

子
ど
も
や
高
齢
者
に
対
す
る
い
じ
め
や
虐
待
、
障
害
者
や
外
国
人
、
感
染
症
患
者
に
対
す
る
偏
見

や
差
別
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
誹
謗
中
傷
な
ど
、
多
様
な
形
態
の
人
権
侵
害
が
見
受
け
ら
れ
ま

す
。 こ

れ
ら
の
課
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
、
私
た
ち
は
、
個
人
の
価
値
観
が
多
様
化
す
る
中
に

あ
っ
て
も
、
互
い
を
思
い
や
る
心
を
育
み
、
各
々
の
個
性
を
認
め
合
い
、
そ
し
て
互
い
の
人
権
を

尊
重
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

そ
こ
で
、
本
市
は
、
差
別
、
暴
力
、
虐
待
そ
の
他
の
人
権
侵
害
を
許
さ
な
い
と
い
う
決
意
の
も

と
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
、
互
い
の
多
様
性
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
、
不
当
な
差
別
を
は
じ
め
と

す
る
人
権
侵
害
行
為
を
な
く
す
た
め
に
主
体
的
に
行
動
す
る
こ
と
で
、
誰
も
が
生
き
づ
ら
さ
を
感

じ
る
こ
と
な
く
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
共
生
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
し
ま
す
。 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
本
市
に
お
け
る
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く
り
に
関
し
て
、
市
の
責
務
並
び

に
市
民
等
及
び
事
業
者
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
人
権
意
識
の
高
揚
及
び
人
権
擁

護
に
資
す
る
施
策
（
以
下
「
人
権
施
策
」
と
い
う
。
）
の
推
進
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
、

人
権
課
題
の
解
決
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
す
べ
て
の
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
ま
ち
を
実

現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

3
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第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 
市
民
等 

本
市
に
居
住
し
、
通
勤
し
、
通
学
し
、
又
は
滞
在
す
る
者
を
い
う
。 

二 

事
業
者 

本
市
に
お
い
て
事
業
活
動
を
行
う
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。 

三 

不
当
な
差
別 

年
齢
、
性
別
、
性
的
指
向
、
性
自
認
、
出
身
、
障
害
そ
の
他
の
事
由
を
理

由
と
す
る
差
別
を
い
う
。 

四 

人
権
侵
害
行
為 
不
当
な
差
別
、
い
じ
め
、
虐
待
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
、
誹
謗
中
傷

そ
の
他
の
他
人
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
行
為
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
も

の
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く
り
は
、
す
べ
て
の
人
が
基
本
的
人
権
を
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て

持
っ
て
お
り
、
か
け
が
え
の
な
い
尊
い
生
命

い

の

ち

の
主
体
者
で
あ
る
と
い
う
「
人
権
尊
重
」
を
基
本

的
な
考
え
方
と
し
、
す
べ
て
の
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
ま
ち
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
て

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
人
権
侵
害
行
為
の
禁
止
） 

第
四
条 

何
人
も
、
不
当
な
差
別
を
は
じ
め
と
す
る
人
権
侵
害
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
市
の
責
務
） 

第
五
条 

市
は
、
第
三
条
に
規
定
す
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と

り
、
市
民
等
及
び
事
業
者
の
人
権
意
識
の
高
揚
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ

く
り
に
必
要
な
人
権
施
策
を
積
極
的
に
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
市
民
等
の
役
割
） 

第
六
条 

市
民
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
家
庭
、
学
校
、
職
場
、
地
域
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る

生
活
の
場
に
お
い
て
、
互
い
の
人
権
を
尊
重
し
、
自
ら
も
人
権
意
識
の
高
揚
に
努
め
る
と
と
も

に
、
市
が
実
施
す
る
人
権
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
事
業
者
の
役
割
） 

第
七
条 

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
す
べ
て
の
人
の
人
権
を
尊
重
し
、
事
業
活
動
に

関
わ
る
者
の
人
権
意
識
の
高
揚
を
図
る
と
と
も
に
、
市
が
実
施
す
る
人
権
施
策
に
協
力
す
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
の
推
進
） 

第
八
条 

市
は
、
市
民
等
及
び
事
業
者
の
人
権
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
等
と
連
携

し
、
様
々
な
機
会
を
通
じ
て
、
人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。 

（
指
針
の
策
定
等
） 

第
九
条 

市
は
、
第
五
条
に
規
定
す
る
市
の
責
務
を
果
た
す
た
め
、
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く
り
に

必
要
な
人
権
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
指
針
（
以
下
「
推
進
指
針
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る

3
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も
の
と
す
る
。 

２ 
市
は
、
推
進
指
針
に
基
づ
き
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く
り
に
必
要
な
人
権
施
策
を
具
体
的
か
つ

計
画
的
に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
調
査
等
） 

第
十
条 

市
は
、
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く
り
に
必
要
な
人
権
施
策
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、

必
要
な
調
査
及
び
情
報
の
収
集
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
委
任
） 

第
十
一
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市

長
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
定
め
ら
れ
て
い
る
宇
部
市
人
権
教
育
・
啓
発
推
進
指
針
は
、
第

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
推
進
指
針
と
み
な
す
。 

「
説
明
」 

 

人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く
り
に
関
し
て
、
市
の
責
務
並
び
に
市
民
等
及
び
事
業
者
の
役
割
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
人
権
意
識
の
高
揚
及
び
人
権
擁
護
に
資
す
る
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
必
要

な
事
項
を
定
め
、
人
権
課
題
の
解
決
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
す
べ
て
の
人
の
人
権
が
尊
重
さ

れ
る
ま
ち
の
実
現
を
目
的
と
し
て
、
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

3
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文教民生委員会（人権・男女共同参画推進課） 

 

 

宇部市人権尊重のまちづくり条例制定の件 

１ 背景（必要性）等 

近年、インターネットの普及によりＳＮＳ上での誹謗中傷が深刻化してきていること

や、また、新型コロナウイルス感染症が拡大した際には、医療従事者や感染症罹患者へ

のいわれのない誹謗中傷や偏見も問題となったところです。 

そのようなことからも、個人の価値観が多様化し、社会情勢が変化する中にあって

も、市民一人ひとりが互いの人権を尊重しあい、誰もが生きづらさを感じることなく安

心して暮らせる共生社会の実現を目指して、市民等や事業者の人権意識の高揚を図り、

憲法や人権に関する法律を踏まえて、オール宇部市として主体的に人権課題に取り組ん

でいくための条例が必要と考えたものです。 

 

２ 制定の目的 

人権尊重のまちづくりに関して、市の責務並びに市民等及び事業者の役割を明らかにす

るとともに、人権意識の高揚及び人権擁護に資する施策の推進について必要な事項を定め、 

人権課題の解決に取り組むことにより、すべての人の人権が尊重されるまちの実現を目指

すものです。また、令和５年３月に改定した「宇部市人権教育・啓発推進指針」との整合

も図り、人権教育・啓発に関する諸施策を総合的、計画的に推進していきます。 

 
３ 条例案提出までの経緯 

令和６年度 宇部市人権施策推進審議会において審議（計４回開催） 

 令和７年３月１２日 同審議会から市長へ答申 

 令和７年５月３日～６月２日 パブリックコメントの実施（結果については別紙１） 

令和７年６月１９日 文教民生委員会へ同審議会の開催状況を報告 

   

４ 条例（案）について 

別紙２のとおり、前文と全 11 条、附則の構成としています。 

条文中、「障害者」の表記については、本市の条例や規則について、全て漢字表記とし 

 ています。なお、パンフレット等を作成する場合、ひらがな表記とすることもできます。 

施行日は公布の日としています。 

 

５ 今後の取組 

誰もが「自分ごと」として考えることができるよう人権尊重の理念を普及させ将来に 

わたって継続していくため、条例を施策の根幹とし、市民等や事業者と協働しながら、 

啓発活動の更なる充実を図るとともに、市民の安心への支援のため、関係機関との連携 

議案第８２号 



による相談体制の充実も図っていきたいと考えています。 

また、これまで実施してきた教育活動についても、より多くの市民の方に教育が行き 

渡り、人権意識の高揚と人権感覚が身に付くことにつながる活動となるよう見直すととも 

に、小・中学校においては、本条例の主旨をわかりやすく説明する資料を作成し、人権学 

習の際の一つの教材として活用する方向で、現在、検討しているところです。 



１　意見募集の概要

２　意見募集結果の概要

件

人

人

人

人

３　提出意見の内容と対応

【統括表】

件

件

件

「宇部市人権尊重のまちづくり条例」（案）に対する意見募集結果について

案件名 「宇部市人権尊重まちづくり条例」（案）について

募集期間 令和７年５月３日（土）から 令和７年６月２日（月）まで

方

法

持参 4

7 （　７　人　）

郵送 0

ＦＡＸ 0

メール 3

閲覧方法

【文書】
　宇部市役所（１階　総合案内）
　各ふれあいセンター
【電子】
　宇部市ウェブサイト

提出方法
様式は自由。意見、氏名及び連絡先を記入し、持参、郵送、ＦＡ
Ｘ、メールにて提出。

意見数（意見提出者数）

件数対応区分

ア

イ

ウ

0

1

6

意見の考慮の結果

　条例（案）にすでに反映されているもの

　条例（案）に意見を反映するもの

　今後の参考意見とするもの



議案第８８号 

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件  

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和７年９月４日提出 

 

宇部市長  篠 﨑  圭 二     

 

 

記  

１ 工 事 名  見初ふれあいセンター新築（建築主体）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市松山町二丁目４番４２号 

３ 請 負 金 額  一金 ２３５ ,６１７ ,８００円也 

          （うち消費税額及び地方消費税額 ２１ ,４１９ ,８００円） 

４ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

５ 工 事 の 概 要  鉄骨造平屋建て 

          延べ面積 ４９９.１０㎡ 

６ 契約の相手方  宇部市西平原四丁目３番１５号 

          不動建設株式会社 

           代表取締役  石  田  成  嗣 
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議案第   号参考図 議案第８８号参考図 

市道見初 3 号線 

見初小学校運動場 

見初小学校校舎 

隣地境界線 道路境界線 
隣

地
境

界
線

 

駐車場 

隣地境界線 

隣
地

境
界

線
 

隣地境界線 

隣地境界線 

配 置 図 

S = 1/400 
工事箇所 

凡      例 

見初ふれあいセンター 

市道 

 緑橋芝中線 
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議
案
第
八
十
三
号 

 
宇
部
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条 

例
制
定
の
件 

 

宇
部
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

令
和
七
年
九
月
四
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

   
 

 

宇
部
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
十
九
条
） 

第
二
章 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業 

第
一
節 

通
則
（
第
二
十
条
） 

第
二
節 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
四
条
） 

第
三
節 

余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
第
二
十
五
条
・
第
二
十
六
条
） 

第
三
章 

雑
則
（
第
二
十
七
条
） 

附
則 

 
 

第
一
章 

総
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
法
第
六

条
の
三
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
備
及

び
運
営
の
基
準
（
以
下
「
最
低
基
準
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

（
最
低
基
準
の
目
的
） 

第
二
条 

最
低
基
準
は
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切

な
訓
練
を
受
け
た
職
員
（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
乳
児
等
通
園
支
援

事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
管
理
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
乳
児
等
通
園
支
援
（
乳
児
等
通

園
支
援
事
業
と
し
て
行
う
法
第
六
条
の
三
第
二
十
三
項
の
乳
児
又
は
幼
児
（
以
下
「
乳
幼
児
」

と
い
う
。
）
へ
の
遊
び
及
び
生
活
の
場
の
提
供
並
び
に
そ
の
保
護
者
へ
の
面
談
及
び
当
該
保
護
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者
へ
の
援
助
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を

利
用
し
て
い
る
乳
幼
児
（
以
下
「
利
用
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
が
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育

成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
最
低
基
準
の
向
上
） 

第
三
条 

市
長
は
、
児
童
の
保
護
者
そ
の
他
児
童
福
祉
に
係
る
当
事
者
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
監

督
に
属
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）

に
対
し
、
最
低
基
準
を
超
え
て
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
勧
告
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

２ 

市
は
、
最
低
基
準
を
常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
最
低
基
準
と
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
） 

第
四
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
最
低
基
準
を
超
え
て
、
常
に
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
を

向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

最
低
基
準
を
超
え
て
、
設
備
を
有
し
、
又
は
運
営
を
し
て
い
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
に

お
い
て
は
、
最
低
基
準
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
設
備
又
は
運
営
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
一
般
原
則
） 

第
五
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
一

人
一
人
の
人
格
を
尊
重
し
て
、
そ
の
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
宇
部
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
三
年
条
例
第
十
九
号
）

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
及
び
同
条
第
二
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
員
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
地
域
社
会
と
の
交
流
及
び
連
携
を
図
り
、
利
用
乳
幼
児
の
保

護
者
及
び
地
域
社
会
に
対
し
、
そ
の
行
う
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
の
内
容
を
適
切
に
説

明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
自
ら
そ
の
提
供
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
の
質
の
評
価
を
行
い
、

常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
の
結
果
を

公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
法
に
定
め
る
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
設

備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
構
造
設
備
は
、
採
光
、
換
気
等
利
用
乳
幼
児
の
保
健
衛
生
及
び

利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
危
害
防
止
に
十
分
な
考
慮
を
払
っ
て
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
と
非
常
災
害
） 

第
六
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
軽
便
消
火
器
等
の
消
火
用
具
、
非
常
口
そ
の
他
非
常
災

害
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
に
対
す
る
具
体
的
計
画
を
立
て
、
こ
れ
に
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対
す
る
不
断
の
注
意
と
訓
練
（
次
項
の
訓
練
を
除
く
。
）
を
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
、
避
難
及
び
消
火
に
関
す
る
訓
練
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
安
全
計
画
の
策
定
等
） 

第
七
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
乳
児
等
通

園
支
援
事
業
所
ご
と
に
、
当
該
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
設
備
の
安
全
点
検
、
職
員
、
利
用

乳
幼
児
等
に
対
す
る
事
業
所
外
で
の
活
動
、
取
組
等
を
含
め
た
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
で
の

生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
指
導
、
職
員
の
研
修
及
び
訓
練
そ
の
他
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
安
全
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、

前
項
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
安
全
の
確
保
に
関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が

図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い
て
周
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
定
期
的
に
安
全
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
安

全
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
） 

第
八
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
事
業
所
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め

の
移
動
そ
の
他
の
利
用
乳
幼
児
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る
と
き
は
、
利
用
乳
幼
児

の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
利
用
乳
幼
児
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が

で
き
る
方
法
に
よ
り
、
利
用
乳
幼
児
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
運
転
者
席
及

び
こ
れ
と
並
列
の
座
席
並
び
に
こ
れ
ら
よ
り
一
つ
後
方
に
備
え
ら
れ
た
前
向
き
の
座
席
以
外
の

座
席
を
有
し
な
い
も
の
そ
の
他
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
こ
れ
と
同
程
度
に
利
用
乳
幼
児
の
見

落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と
き
は
、

当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
利
用
乳
幼
児
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
を
備
え
、

こ
れ
を
用
い
て
前
項
に
定
め
る
所
在
の
確
認
（
利
用
乳
幼
児
の
降
車
の
際
に
限
る
。
）
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
の
一
般
的
条
件
） 

第
九
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
健
全
な
心
身
を
有
し
、
豊
か
な
人
間
性
と
倫
理

観
を
備
え
、
児
童
福
祉
事
業
に
熱
意
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
で
き
る
限
り
児
童
福
祉
事
業
の
理
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論
及
び
実
際
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
） 

第
十
条 
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
常
に
自
己
研
鑽さ

ん

に
励
み
、
法
に
定
め
る
事
業
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
修
得
、
維
持
及
び
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
の
設
備
及
び
職
員
の
基
準
） 

第
十
一
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
は
、

そ
の
行
う
乳
児
等
通
園
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
必
要
に
応
じ
当
該
乳
児
等
通
園
支

援
事
業
所
の
設
備
及
び
職
員
の
一
部
を
併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
及
び

職
員
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
利
用
乳
幼
児
を
平
等
に
取
り
扱
う
原
則
） 

第
十
二
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
国
籍
、
信
条
、
社
会
的
身
分
又
は
利

用
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
虐
待
等
の
防
止
） 

第
十
三
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十

各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
乳
幼
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て

は
な
ら
な
い
。 

（
衛
生
管
理
等
） 

第
十
四
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
使
用
す
る
設
備
、
食
器
等
又
は
飲
用

に
供
す
る
水
に
つ
い
て
、
衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が

発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
職
員
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま

ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定

期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
必
要
な
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
品
を
備
え
る
と
と
も
に
、

そ
れ
ら
の
管
理
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
食
事
） 

第
十
五
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
食
事
の
提
供
を
行
う
場
合
（
施
設
外
で
調
理
し
、
運

搬
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
施
設
に
お
い
て
行
う
こ
と
が

必
要
な
調
理
の
た
め
の
加
熱
、
保
存
等
の
調
理
機
能
を
有
す
る
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 
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（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
内
部
の
規
程
） 

第
十
六
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
つ
い

て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針 

二 

そ
の
提
供
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
の
内
容 

三 

職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容 

四 

乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
を
行
う
日
及
び
時
間
並
び
に
行
わ
な
い
日 

五 

保
護
者
か
ら
受
領
す
る
費
用
の
種
類
、
支
払
を
求
め
る
理
由
及
び
そ
の
額 

六 

乳
児
及
び
幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員 

七 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
利
用
の
開
始
及
び
終
了
に
関
す
る
事
項
並
び
に
利
用
に
当
た
っ

て
の
留
意
事
項 

八 

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法 

九 

非
常
災
害
対
策 

十 

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項 

十
一 

そ
の
他
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
備
え
る
帳
簿
） 

第
十
七
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
職
員
、
財
産
、
収
支
及
び
利
用
乳
幼
児
の
処
遇
の

状
況
を
明
ら
か
に
す
る
帳
簿
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
秘
密
保
持
等
） 

第
十
八
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得

た
利
用
乳
幼
児
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上

知
り
得
た
利
用
乳
幼
児
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
苦
情
へ
の
対
応
） 

第
十
九
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
行
っ
た
乳
児
等
通
園
支
援
に
関
す
る
利
用
乳
幼

児
又
は
そ
の
保
護
者
等
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付

け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
行
っ
た
乳
児
等
通
園
支
援
に
関
し
、
市
か
ら
の
指
導
又

は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 
 

 

第
二
章 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業 

 
 

 
 

第
一
節 

通
則 

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
区
分
） 
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第
二
十
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
は
、
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
及
び
余
裕
活
用
型
乳
児

等
通
園
支
援
事
業
と
す
る
。 

２ 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
と
は
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
で
あ
っ
て
次
項
に
定
め
る
も

の
に
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。 

３ 

余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
と
は
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も

に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七

十
七
号
。
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も

園
を
い
い
、
保
育
所
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
居
宅

訪
問
型
保
育
事
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
事
業
所
に
お
い
て
、
当
該
施
設
又
は
事
業

を
利
用
す
る
児
童
の
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
利
用
児
童
数
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
施
設

又
は
事
業
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
定
員
の
総
数
か

ら
当
該
利
用
児
童
数
を
除
い
た
数
以
下
の
数
の
乳
幼
児
を
対
象
と
し
て
行
う
乳
児
等
通
園
支
援

事
業
を
い
う
。 

 
 

 
 

第
二
節 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業 

（
設
備
の
基
準
） 

第
二
十
一
条 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
一
般
型
乳
児
等
通
園
支

援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

乳
児
又
は
満
二
歳
に
満
た
な
い
幼
児
を
利
用
さ
せ
る
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に

は
、
乳
児
室
又
は
ほ
ふ
く
室
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。 

二 

乳
児
室
の
面
積
は
、
乳
児
又
は
前
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
こ
と
。 

三 

ほ
ふ
く
室
の
面
積
は
、
乳
児
又
は
第
一
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
で
あ
る
こ
と
。 

四 

乳
児
室
又
は
ほ
ふ
く
室
に
は
、
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
に
必
要
な
用
具
を
備
え
る
こ
と
。 

五 

満
二
歳
以
上
の
幼
児
を
利
用
さ
せ
る
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
保
育
室
又

は
遊
戯
室
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。 

六 

保
育
室
又
は
遊
戯
室
の
面
積
は
、
前
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
一
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
で
あ
る
こ
と
。 

七 

保
育
室
又
は
遊
戯
室
に
は
、
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
に
必
要
な
用
具
を
備
え
る
こ
と
。 

八 

乳
児
室
、
ほ
ふ
く
室
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
（
以
下
「
保
育
室
等
」
と
い
う
。
）
を
二
階

に
設
け
る
建
物
は
、
次
の
イ
、
ロ
及
び
ヘ
の
要
件
に
、
保
育
室
等
を
三
階
以
上
に
設
け
る
建

物
は
、
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

イ 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る

耐
火
建
築
物
又
は
同
条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
こ
と
。 

4
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ロ 

保
育
室
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
階
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
施
設
又
は
設
備
が
一
以
上
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

階 

区
分 

施
設
又
は
設
備 

二
階 

常
用 

１ 

屋
内
階
段 

２ 

屋
外
階
段 

避
難
用 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八

号
）
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規

定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段 

２ 

待
避
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー 

３ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
準
耐
火
構
造

の
屋
外
傾
斜
路
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
設
備 

４ 

屋
外
階
段 

三
階 

常
用 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条

第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段 

２ 

屋
外
階
段 

避
難
用 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条

第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段 

２ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
屋
外

傾
斜
路
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
設
備 

３ 

屋
外
階
段 

四
階
以

上
の
階 

常
用 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条

第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段 

２ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す

る
構
造
の
屋
外
階
段 

避
難
用 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条

第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段
（
た
だ
し
、
同
条

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
階
段
の
構
造
は
、
建
築
物

の
一
階
か
ら
保
育
室
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
階
ま
で
の
部
分
に

限
り
、
屋
内
と
階
段
室
と
は
、
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
（
階
段

室
が
同
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
を
有
す
る
場
合
を

除
き
、
同
号
に
規
定
す
る
構
造
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を

通
じ
て
連
絡
す
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
同
条
第
三
項
第
三
号
、 

4
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第
四
号
及
び
第
十
号
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
） 

２ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
屋
外

傾
斜
路 

 

３ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す

る
構
造
の
屋
外
階
段 

 
 

ハ 

ロ
に
掲
げ
る
施
設
及
び
設
備
が
避
難
上
有
効
な
位
置
に
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
保
育
室
等

の
各
部
分
か
ら
そ
の
一
に
至
る
歩
行
距
離
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。 

 

ニ 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
調
理
設
備
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
場
合
に
は
、
当
該
調

理
設
備
以
外
の
部
分
と
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
調
理
設
備
の
部
分
が
建
築

基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
建
築
基
準
法
施

行
令
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
換
気
、
暖
房
又
は
冷
房
の
設
備
の
風
道
が
、
当
該
床
若
し
く
は
壁
を
貫

通
す
る
部
分
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
部
分
に
防
火
上
有
効
に
ダ
ン
パ
ー
が
設
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
。 

⑴ 

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
が
設
け
ら
れ 

て
い
る
こ
と
。 

⑵ 

調
理
用
器
具
の
種
類
に
応
じ
て
有
効
な
自
動
消
火
装
置
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
当
該 

調
理
設
備
の
外
部
へ
の
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ 

と
。 

 

ホ 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を

不
燃
材
料
で
し
て
い
る
こ
と
。 

 

ヘ 

保
育
室
等
そ
の
他
乳
幼
児
が
出
入
し
、
又
は
通
行
す
る
場
所
に
、
乳
幼
児
の
転
落
事
故

を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

ト 

非
常
警
報
器
具
又
は
非
常
警
報
設
備
及
び
消
防
機
関
へ
火
災
を
通
報
す
る
設
備
が
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

チ 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
カ
ー
テ
ン
、
敷
物
、
建
具
等
で
可
燃
性
の
も
の
に

つ
い
て
防
炎
処
理
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

（
職
員
） 

第
二
十
二
条 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
保
育
士
そ
の
他
乳
児
等
通
園
支
援
に
従

事
す
る
職
員
と
し
て
市
長
が
行
う
研
修
（
市
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が

行
う
研
修
を
含
む
。
）
を
修
了
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
乳
児
等
通
園
支
援
従
事
者
」

と
い
う
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 4
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２ 

乳
児
等
通
園
支
援
従
事
者
の
数
は
、
乳
児
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
一
歳
以
上

満
三
歳
未
満
の
幼
児
お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は
保
育
士

と
す
る
。
た
だ
し
、
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
一
に
つ
き
二
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な

い
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
従
事
者
は
、
専
ら
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
に
従
事
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
、
専
ら
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
従
事
す
る
職
員
を
一
人
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

一 

当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
と
保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
そ
の
他
の
施

設
又
は
事
業
（
以
下
「
保
育
所
等
」
と
い
う
。
）
と
が
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
で

あ
っ
て
、
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
保
育
所
等
の
職
員

（
保
育
そ
の
他
の
子
育
て
支
援
に
従
事
す
る
職
員
に
限
る
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
、
か
つ
、
専
ら
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
従
事
す
る
職
員
が
保
育
士
で

あ
る
と
き
。 

 

二 

当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
利
用
し
て
い
る
乳
幼
児
の
人
数
が
三
人
以
下
で
あ

る
場
合
で
あ
っ
て
、
保
育
所
等
を
利
用
し
て
い
る
乳
幼
児
の
保
育
が
現
に
行
わ
れ
て
い
る
保

育
室
等
に
お
い
て
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
が
実
施
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
一
般
型

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
保
育
所
等
の
保
育
士
に
よ
る
支
援
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。 

（
乳
児
等
通
園
支
援
の
内
容
） 

第
二
十
三
条 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
お
け
る
乳
児
等
通
園
支
援
は
、
児
童
福
祉
施
設 

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
三
十
五
条
に 

規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
指
針
に
準
じ
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
特
性
に
留
意
し 

て
、
利
用
乳
幼
児
及
び
そ
の
保
護
者
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。 

（
保
護
者
と
の
連
絡
） 

第
二
十
四
条 

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
保
護
者
と
密
接
な

連
絡
を
と
り
、
乳
児
等
通
園
支
援
の
内
容
等
に
つ
き
、
そ
の
保
護
者
の
理
解
及
び
協
力
を
得
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
節 

余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業 

（
設
備
及
び
職
員
の
基
準
） 

第
二
十
五
条 

余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
設
備
及
び
職
員
の
基
準
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
所
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

保
育
所 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
保
育
所
に
係
る
も
の
に
限

4
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る
。
） 

 

二 
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園 

認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
二
項

に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

 

三 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第

一
号
） 

 

四 

家
庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
事
業
所 

宇
部
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
条
例
第
三
十
三
号
）
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事

業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

（
準
用
） 

第
二
十
六
条 

第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業 

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
中
「
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事 

業
」
と
あ
る
の
は
「
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
」
と
し
、
第
二
十
四
条
中
「
一
般
型 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
者
」
と
あ
る
の
は
「
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行 

う
者
」
と
す
る
。 

 
 

 

第
三
章 

雑
則 

（
電
磁
的
記
録
） 

第
二
十
七
条 

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
作
成
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、

正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情

報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に

係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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議案第 83 号  

宇部市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件 

   

1 目的 

乳児等通園支援事業（通称：こども誰でも通園制度）の新設に伴い、国から乳児等

通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）が示されたこ

とから、児童福祉法第３４条の１６第１項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例を制定するもの。 

 

2 事業概要 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 実施施設 

保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、 

地域子育て支援拠点等 

(2) 利用対象者 

０歳６か月から満３歳未満までの未就園児 

(3) 対象者の認定 

居住する市町村による認定 ※利用者からの申請が必要 

(4) 利用可能時間  

こども１人あたり月１０時間を上限 

●乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

生後６か月から満３歳未満で保育所等に通っていないこどもを育てている家庭が、

月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で保育所等を柔軟

に利用できる制度 



(5) 利用料  

こども１人につき１時間３００円程度（事業所が徴収） 

(6) 認可基準 

 
項目 

国が定める基準※１ 市基準 

（案） 一般型※２ 余裕活用型※３ 

職員 

資格 

・保育士 

・その他乳児等通園支

援に従事する職員とし

て市長が行う研修を修

了した者 

各実施施設の基準に従

う 

国 基 準

の と お

り 

配置 

基準 

・０歳児おおむね３人

につき１人以上 

・１・２歳児おおむね６

人につき１人以上 

※半数以上は保育士とす

る。 

各実施施設の基準に従

う 

居室

設備

面積

基準 

乳児室の

面積 

０・１歳児１人につき

１．６５㎡ 

各実施施設の基準に従

う 

国 基 準

の と お

り 

ほふく室

の面積 

０・１歳児１人につき

３．３㎡ 

各実施施設の基準に従

う 

保育室・

遊戯室の

面積 

２歳児１人につき 

１．９８㎡ 

各実施施設の基準に従

う 

便所 
設けること 各実施施設の基準に従

う 

食事 

食事提供

を行う場

合 

当該施設において行うことが必要な調理のための

加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなけ

ればならない。 

国 基 準

の と お

り 

※１ 国が定める基準：乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年

内閣府令第１号） 

※２ 一般型：保育所等の定員とは別に定員を設定し、児童を受け入れる場合 

※３ 余裕活用型：保育所等において定員に達していない場合に定員の範囲内で児童

を受入れる場合 

 

3 施行日 

令和８年４月１日 


